
法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 営業所 857110 次年子簡易郵便局 ○ 山形県北村山郡大石田町次年子１７４８ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 320080 小矢部郵便局 - 富山県小矢部市綾子５５３－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 320080 小矢部郵便局 - 富山県小矢部市綾子５６５２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 767080 音琴簡易郵便局 ○ 長崎県東彼杵郡東彼杵町大音琴郷９３ - ○ × × × × -

変更後 営業所 767080 音琴簡易郵便局 ○ 長崎県東彼杵郡東彼杵町大音琴郷９３ - ○ ○ × ○ × -

変更前 郵便局 788340 東開町簡易郵便局 ○ 鹿児島県鹿児島市東開町１１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 337230 甲楽城簡易郵便局 ○ 福井県南条郡南越前町甲楽城第９－９８ ○ ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 538080 仁多三成簡易郵便局 ○ 島根県仁多郡奥出雲町三成２６２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 538080 仁多三成簡易郵便局 ○ 島根県仁多郡奥出雲町三成２６１－１３ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 788150 卸本町簡易郵便局 ○ 鹿児島県鹿児島市卸本町６－１２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 788150 卸本町簡易郵便局 ○ 鹿児島県鹿児島市卸本町６－１２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 858230 五十川簡易郵便局 ○ 山形県鶴岡市五十川山ノ脇２７１－５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 858230 五十川簡易郵便局 ○ 山形県鶴岡市五十川山之脇２７１－５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 048410 水上駅前簡易郵便局 ○ 群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢７０－５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 067030 久野簡易郵便局 ○ 茨城県牛久市久野町６９０ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

H29.3.4 住居表示変更

H29.2.24 契約解除

H29.3.13 業務変更

H29.3.17 契約解除

H29.4.1

H29.4.1 業務変更

H29.4.1 住居表示変更

契約解除

H29.4.1 住居表示変更

H29.4.3 契約解除

H29.4.3 契約解除

別紙



法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 117170 松本並柳簡易郵便局 ○ 長野県松本市並柳２－１５－３１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 310500 黒島郵便局 - 石川県輪島市門前町黒島町ロ７４－４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 318070 黒島簡易郵便局 ○ 石川県輪島市門前町黒島町ロ－７４－４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 311530 千路郵便局 - 石川県羽咋市千路町チ－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 318080 千路簡易郵便局 ○ 石川県羽咋市千路町中区４９ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 418340 水分簡易郵便局 ○ 大阪府南河内郡千早赤阪村水分２０９－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 538270 大田山崎簡易郵便局 ○ 島根県大田市大田町大田ロ１１８１－２０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 557160 長門大泊簡易郵便局 ○ 山口県長門市仙崎大泊２８０３ ○ ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 617670 神浦簡易郵便局 ○ 愛媛県松山市神浦７３６ ○ ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 627050 中野島簡易郵便局 ○ 徳島県阿南市上中町岡２８８－４ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 707130 安田簡易郵便局 ○ 沖縄県国頭郡国頭村安田６２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 727190 山浦簡易郵便局 ○ 大分県玖珠郡玖珠町山浦２１７６ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

H29.4.3
局種変更・住
居表示変更・

業務変更
簡易郵便局への局種変更

H29.4.3 契約解除

H29.4.3 契約締結

H29.4.3
局種変更・移
転・業務変更

簡易郵便局への局種変更

H29.4.3 契約解除

H29.4.3 契約解除

H29.4.3 契約解除

H29.4.3 契約解除

H29.4.3 契約解除

H29.4.3 契約解除



法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 営業所 737910 大貫簡易郵便局 ○ 宮崎県延岡市大貫町２－３０２２－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 768160 新戸町簡易郵便局 ○ 長崎県長崎市新戸町３－１７－４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 786450 高山有明簡易郵便局 ○ 鹿児島県肝属郡肝付町波見２１５４－１ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 827750 比曽簡易郵便局 ○
福島県福島市松川町金沢土戸目喜１－１１ 松
川工業団地第二応急仮設住宅内

- ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 810810 女川郵便局 - 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜十二神６０－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 810810 女川郵便局 -
宮城県牡鹿郡女川町女川浜大原１－４３　ＳＧ
９街区１画地

- ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 947320 根崎簡易郵便局 ○ 北海道函館市根崎町５９５ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 222960 伊勢船江郵便局 - 三重県伊勢市船江４－４－３４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 222960 伊勢船江郵便局 - 三重県伊勢市船江４－３－１７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 700720 喜名郵便局 - 沖縄県中頭郡読谷村喜名４７８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 700720 喜名郵便局 - 沖縄県中頭郡読谷村喜名４７７－３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 812380 石巻門脇郵便局 - 宮城県石巻市門脇町５－１０－１４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 812380 石巻のぞみ野郵便局 - 宮城県石巻市蛇田新立野２８０　７街区２画地 ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 郵便局 784940 イオンタウン姶良内郵便局 - 鹿児島県姶良市東餅田３３６ - ○ ○ ○ ○ ○ -

H29.4.17 移転・改称

H29.4.20 新設

H29.4.3 契約解除

H29.4.3 契約解除

H29.4.14 契約解除

H29.4.3 契約解除

H29.4.3 契約解除

H29.4.17 移転

H29.4.17 移転

H29.4.10 移転



法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 320790 石動福町郵便局 - 富山県小矢部市西福町６－３１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 320790 小矢部桜町郵便局 - 富山県小矢部市桜町１６７１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 557230 渋木簡易郵便局 ○ 山口県長門市渋木３４５４－４ ○ ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 810430 大谷郵便局 - 宮城県気仙沼市本吉町三島２６－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 810430 大谷郵便局 - 宮城県気仙沼市本吉町大谷３０５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

H29.4.24 移転

H29.4.24 移転・改称

H29.4.24 契約解除


